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質  問  回  答（第４回） 

2020 年 10月 12日 

「（案件名  アフリカ地域アフリカにおける都市廃棄物案件形成にかかる情報収集・確認調査（QCBS） 」 

（公示日：2020年9月16日／公示番号：20a00471）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。 

※シェードは既に掲載済みの回答です。 

 

通番

号 

当該頁項目 質問 回答 

4-1 

13頁 

第２章３．調査対象国 

検討結果に基づき JICAと協議のうえこれ

ら 7カ国において、各国 1都市（首都又は

主要都市）、計 7 都市を調査対象範囲と

する。ただし、既存情報の整備状況等に

より効率的な調査実施が見込める場合

で、国内において水平展開を検討しうる

国があれば、2 都市以上を対象とする可

能性もある。 

国によっては２都市以上を対象とする可能

性があるということですが、都市の数、各

都市の人口規模などにより、作業量は異

なり要員計画に影響すると認識しておりま

す。特に、現地調査の計画立案にあたっ

ては、各国のどの都市が調査対象である

かを知る必要があります。現時点で想定さ

れている調査対象都市を明示して頂くこと

は可能でしょうか。全都市でなくとも、どの

国で２都市（或いは２都市以上）を想定さ

れているかを明示頂けないでしょうか。 

基本的に各国１都市（首都又は主要都市）を想定してい

ますが、調査の対象となる都市の規模感としては、ロー

カルな地方都市ではなく、首都若しくは首都に準ずるよ

うな主要な都市を想定しています。2都市以上を対象と

する場合も、主ターゲットとする都市との連携という観

点からの調査となります。2都市以上を調査の対象とす

る可能性がある国は、先行調査で複数都市を取り上げて

いるエチオピアです。現段階では、エチオピア以外に 2

都市以上を調査対象とする国は想定していません。 

4-2 

13頁 

第２章３．調査対象国 

加えて、現地調査対象国以外の国のう

ち、JICA 地球環境部が ACCP 加盟国に

対して行った新型コロナウイルス影響アン

ケート（2020 年 6 月）（以下、「コロナウイ

ルス影響アンケート」という）」への回答国

から最大 5 カ国について、国内調査およ

び遠隔による調査を実施する。 

 

国内調査対象国は最大5か国ということで

すが、最大 5 都市という理解で宜しいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。 
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通番

号 

当該頁項目 質問 回答 

4-3 P30 5 見積書作成にかかる留意事項 

（３） 

現地再委託費に含まれているのは遠隔で

の 7 か国の調査に係る費用であり、現地

渡航時に再委託や傭人を使った調査をす

る際の費用は別途計上するという理解で

よろしいでしょうか。 

定額計上を指示した現地再委託費の金額については、国

内での遠隔調査及び現地渡航期間において効果的かつ

効率的に情報収集・分析を行うために必要十分な額とし

て現段階では認識していますので、別途計上は不要と考

えています。 

4-4 記載無 フランス語圏やポルトガル語圏の国が現

地調査の対象となっておりますが、通訳傭

上費の記載がございません。通訳は本邦

からの帯同は想定しておらず、特殊傭人

を雇用して行うという理解でよろしいでしょ

うか。 

現地調査による調査の場合に通訳の傭上が必要であれ

ば、貴社の判断により経費を本見積で計上してくださ

い。また、現地調査による調査において、本邦から通訳

を同行することは想定していません。 

4-5 質問回答 通番号 2-4 ア） 現地調査完了時の概要報告に係る

費用について、質問回答に記載がござい

ません。概要報告に係る費用も計上を想

定していないという理解でよろしいでしょう

か。 

セミナー・ワークショップとして、通番号 2-4の回答に記

載のア、イ、ウを想定しています。このうち、アについては会

場費用が発生する可能性があるため、200千円×7ヶ国＝

1,400千円を定額計上してください。イ、ウについては通

番号 2-4の回答の通り会場費用等は計上不要です。 

3-1 

15頁 

第２章 6．調査の内容 

（１）既存資料の収集・分析および調査対

象国/都市の選定 

質問通番号２－５及び２－７のご回答

を踏まえての確認となりますが、国内調

査対象 5ヶ国についても、「（３）都市廃

棄物管理の状況・課題・協力方針に係る

調査」の１）の項目も調査対象事項とし

て含めるのでしょうか。 

国内調査対象 5カ国については、「（３）都市廃棄物管理

の状況・課題・協力方針に係る調査」の１）の項目は調

査対象事項とはしていません。 

 

なお、2-7の回答における該当の記載箇所は以下のとお

り修正します。 

【修正前】現地調査対象国 7か国（既定）および国内調査

対象国 5か国（コンサルタント選定後に JICAと協議の上決

定）において過去に協力を実施している場合に成果と教訓

を確認いただく想定です。 

【修正後】現地調査対象国 7か国（既定）において過去に
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通番

号 

当該頁項目 質問 回答 

協力を実施している場合に成果と教訓を確認いただく想定

です。 

3-2 

貴機構ご回答 

質問通番号２－７及び２－８ 

２－７のご回答にある“成果と教訓の確

認”と２－８でご回答のあるナイジェリ

アおよびケニアにおける“成果と教訓の

確認”については調査のレベルや方法の

違いはありますか。 

調査のレベルや方法について特段の違いはないと考えてい

ます。No４の回答にある方針で実施する想定です。 

 

 

2-1 P13 3. 調査対象国 

「新型コロナウイルス影響アンケート

（2020 年 6 月）への回答国から最大五カ

国について…..」 

5 ヵ国につきまして、プロポーザルにおい

てコンサルタントが提案するという理解で

よろしいでしょうか。 

その場合は貴機構から提供頂きました配

布資料「新型コロナウイルス影響アンケー

ト結果概要（2020 年 6 月）」からは、回答

国がよみとれず、最大５カ国の選定が困

難な状況です。該当する資料の提供をお

願いいたします。 

プロポーザルにて応募者が考える有望な調査対象国を提案

いただくことを妨げるものではありませんが、企画競争説

明書 P17 (4) 2)に記載のとおり、調査対象国については

JICA と協議の上、選定します。プロポーザルにて提案のあ

った調査対象国が選定されるとは限りませんのでこのこと

を念頭にプロポーザルを作成願います。 

2-2 P14 5. （3）他調査・案件との連携・協調 

「コートジボアールにおいては、…..廃棄

物に関する簡易な情報収集を実施予定で

あるとともに、世銀が包括的な廃棄物管

理の協力を実施する計画を有している」 

左記のコートジボアールにおける世銀の

協力について、内容の情報提供をお願い

いたします。 

世銀協力の関連資料は下記から閲覧可能です。 

Project Information Document: 

 
 

その他関連資料： 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/228991

558634380122/pdf/Concept-Project-Information-Doc

ument-PID-Urban-Resilience-and-Solid-Waste-Mana

gement-Project-P168308.pdf 
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通番

号 

当該頁項目 質問 回答 

 
 

2-3 P14 3. （4）成果の活用イメージ、普及・

活用促進、広報 

「本調査により得られた成果は、JICA 事

業の案件形成への活用（技術協力プロジ

ェクト、研修、無償資金協力、民間連携ス

キーム等）」 

左記に、円借款事業の記載がありません

が、本調査における JICA 事業の案件形

成での円借款事業の位置づけをご教示下

さい。 

現時点では円借款を積極的に形成する段階にはないと考え

ています。ただし中長期視点に基づく将来的な円借款事業

の提案を排除するものではありません。 

2-4 P14 3. （4）成果の活用イメージ、普及・

活用促進、広報 

「調査結果については、…..に加え、ワー

クショップ・セミナー（遠隔でのウエブセミ

ナーを含む）を開催し…..」 

セミナー・ワークショップの開催につきまし

て現在想定されている開催場所、規模（参

加人数等）、回数をご教示下さい。 

プロポーザル作成ガイドライン上にはセミ

ナー等実施関連費について原則定額計上

との記載がございますが、本案件では係

る費用について説明書に記載がございま

せん。本案件については計上の必要ない

という理解でよろしいでしょうか。 

以下を目途としてください。 

ア）現地調査完了時の概要報告：参加 20名程度。相手国意

向により集合形式とオンライン併用。(P18 6.(7)) 

イ）JICAもしくは ACCP主催の会合 1回：オンライン開催。 

ウ）主に JICA内部関係者向けの勉強会 1回：オンライン開

催 

 

P30 5. (4)において、発注者が主催する会合・勉強会に係

る業務として 0.30人月の報酬を見積もるよう記載してい

ます。 

なお上記イ、ウについては JICA側で開催ロジに対応するた

め会場費用等の計上は不要です。またオンライン開催で広

く参加者を募るため、現時点では人数は未定です。 

 

2-5 P.15 6. （1）既存資料の収集・分析及び

調査対象国/都市の選定 

「また、（4）に示す新型コロナウイルス影

響下における廃棄物管理に関する調査に

左記の記載からは、最大五カ国の選定

は、医療系廃棄物管理に課題及び支援ニ

ーズのある国から選定すると読み取れま

すが、そのような理解で宜しかったでしょう

ご理解のとおりです。 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/

document-detail/P168308 
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通番

号 

当該頁項目 質問 回答 

ついては、新型コロナウイルス影響アンケ

ートの回答を分析し、医療系廃棄物管理

をめぐる課題及び支援ニーズ、緊急性、

…..最大五カ国を国内調査対象国として

選定する。」 

か。 

2-6 P.15 （3）都市廃棄物管理の状況・課題・

協力方針に係る調査 イ）都市廃棄物管

理に係る調査 

「…..産業廃棄物別、…..」 

産業廃棄物の記載がありますが、産業廃

棄物（工場など、産業界から排出される廃

棄物）は対象外と理解しますが、そのよう

な理解で宜しかったでしょうか。 

質問通し番号 2(1)への回答（既に回答済み）と同様です。 

2-7 P.15 （3）都市廃棄物管理の状況・課題・

協力方針に係る調査 １）  

「エ）JICA が過去に廃棄物管理に関する

協力を実施した国においては、その成果

と教訓を確認する」 

調査対象とする国及び案件についてご教

授頂ければと思います。なお、類似の記載

が「P.16 （3） ２）既往案件の教訓抽出」

にありますが、そこでは「ナイジェリア、ケ

ニア等」と記載されております。 

 

現地調査対象国 7か国（既定）および国内調査対象国 5か

国（コンサルタント選定後に JICAと協議の上決定）におい

て過去に協力を実施している場合に成果と教訓を確認いた

だく想定です。過去の協力案件は、事業評価案件検索サイ

ト（https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/index.php）、

ODA 見える化サイト（https://www.jica.go.jp/oda/）等で

検索可能です。 

なお(2)においては上記対象国の選定結果に関わらず、ナイ

ジェリア、ケニアの両国を教訓抽出対象に含めます。 

2-8 P.15 （3）都市廃棄物管理の状況・課題・

協力方針に係る調査 

２）既往案件の教訓抽出 

「ナイジェリア、ケニア等の既往案件につ

いて、その成果と教訓を国内調査により

確認する。」 

左記の記載及び「P.32 6. 配布資料/閲覧

資料等」から、「既往案件の教訓抽出」の

対象国は、ナイジェリアおよびケニアと理

解しますが、そのような理解で宜しかった

でしょうか。 

ご理解のとおりです。 

2-9 P.15 （3）都市廃棄物管理の状況・課題・

協力方針に係る調査 

３） ア）…..「重点国を軸にした横連携の

貴機構が「重点国」として想定されている

国があればご教授頂ければと思います。 

重点国の要件及び該当しうる国も含めて、本調査において

検討していきたいと考えています。 
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通番

号 

当該頁項目 質問 回答 

可能性 

2-10 P.17 （4） 

５）パンデミック時の「廃棄物分野対応計

画策定ガイドライン案」を作成する。 

６）…..ACCP メンバー国・都市向けの「感

染対策啓発素材集」を作成する。 

左記の「廃棄物分野対応計画策定ガイドラ

イン案」及び「感染対策啓発素材集」は、

P.19 「7. 成果品等」に記載がありません

が、成果品とは別に作成するという理解でよ

ろしいでしょうか。 

また双方について、想定されています言語、

頁数、部数、製本の有無をご教示下さい。 

係る費用について報告書作成費とは別に計

上する必要があるという理解でよろしいでし

ょうか。 

いずれも、成果品のうち業務完了報告書に含める形で提出

をお願いします。言語等の仕様はドラフトファイナルレポ

ート及びファイナルレポートと同様となり、費用の別計上

は不要です。 

 

なお感染対策啓発素材集については、収集資料をもとに整

理いただくものであり、オリジナル言語のまま（英文であ

れば英文、仏文であれば仏文）で結構です。 

2-11 P. 18 （5）WtEの導入可能性調査 

１） 南アフリカについては、PPP方式によ

るWtE導入の最終計画段階にあるヨハネ

スブルグ市先行事例…..、同じくWtE導入

計画を有しているツワネ市を対象に…..」 

ヨハネスブルグ市の WtE 先行事例および

ツワネ市の WtE 導入計画について、情報

の共有をお願い致します。 

ヨハネスブルグ市については、プレトリア・ヨハネスブル

グ周辺の複数の自治体で PPPでの実施を計画しているとの

情報を得ており、そのうち、ヨハネスブルグについては、

調達支援業務コンサルを調達する段階に進みつつあるとの

情報を得ています。 

ツワネ市については、廃棄物発電計画はプレ F/Sまで実施

されたとの情報を得ていますが、詳細は調査開始に向けて

JICA 事務所等を通じ確認する予定です。 

2-12 P. 18 （10）発注者または ACCP が開催

する会合、勉強会等での発表 

開催場所及び想定される回数についてご

教示下さい。係る費用につきましては現状

下において積算が困難であり、契約変更

等で対応されるという理解でよろしいでしょ

うか。 

質問通し番号 2-4への回答と同様です。 
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通番

号 

当該頁項目 質問 回答 

2-13 P30 5.見積書作成にかかる留意事項  本件は対象の７カ国に加え、最大 5 ヵ国に

ついて国内・遠隔調査を実施すると理解し

ております。コンサルタントの提案によって

5 ヵ国は異なる国となりますため、競争の

公平性を保つべく 5 ヵ国の遠隔調査を実

施する費用（再委託費等）につきまして別

見積での計上をお願い申し上げます。 

選定において技術力の評価と価格の評価を適切に行うた

め、本見積計上とするようお願いします。 

なお国内調査を実施する最大 5か国については、現地再委

託は想定していません。 

2-14 P30 5.見積書作成にかかる留意事項 

（３） 3）報告書作成費 

300 万円での定額計上が指示されており

ますが、当社が取得した見積を鑑みると相

当の乖離がございます。定額計上の金額

につきまして契約交渉において根拠を示

すことで増額いただけないしょうか。 

当方では企画競争説明書で指定した定額指示の金額が相当

と考えていますので、報告書作成費についても指定した金

額（300万円）での定額計上をお願いします。 

1 

13頁 

第２章３．調査対象国 

（業務管理グループ適用に伴う海外渡

航回数） 

本業務は業務管理グループを認めてい

ますが、それにより他の分野との兼務を

しない限りは要員数が少なくても 6 名

となります。その場合、説明書にある海

外渡航回数は 24 回までを想定されてい

るでしょうか？ 

現段階では企画競争説明書に記載したのべ渡航回数での業

務の遂行が適切と考えていますが、これを踏まえたうえで

業務従事者の要員計画の事情により、これと異なる渡航回

数の提案を妨げるものではありません。プロポーザルにて

その理由を含めて業務計画の詳細を記載願います。 

2 

16頁 

第２章６．調査の内容（３）都市廃棄

物管理の状況・課題・協力方針に係る

調査１）イ）都市廃棄物に係る事項 

・都市廃棄物量や質に関する情報（家

庭系一般廃棄物、事業系一般廃棄物、 

産業廃棄物別、厨芥類、紙くず、木く

ず、プラスチック類、金属類別等） 

(1)都市廃棄物量や質に関する情報のカ

ッコ内に産業廃棄物が含まれています

が、これも調査対象とするのでしょう

か？ 

(2)マテリアルフローとはごみフローと

いう理解で宜しいでしょうか？ 

(3)WtEとは、既存の WｔE施設のある都

市の場合、ごみフローの中で WtE施設で

(1)都市廃棄物の管理フローの中で産業廃棄物の管理・処理

により負荷が生じている可能性があるため、質・量につい

は当該都市の廃棄物の全体傾向を把握する目的で、調査対

象として記載しています。その他の調査項目については、

各都市の廃棄物管理事業体が主に扱う廃棄物を対象とする

想定ですが、産業廃棄物管理に特化した調査は対象とする

ことを想定していません。 

(2)当該フローは、廃棄物の発生から、処理・処分 (WtE含

む)及び資源再利用までを含めたフローを意味しています。 

(3)ご理解のとおりです。既存の WtE 施設のある都市の場



8 
 

通番

号 

当該頁項目 質問 回答 

・マテリアルフロー（WtE、海洋プラス

チック含む） 
処理される量という理解でよろしいで

しょうか？ 

(4)海洋プラスチックとは、ごみフロー

において海洋に流出する可能性のある

プラスチック量を推計するという理解

で宜しいでしょうか？ 

合、ごみフローの中で WtEで処理される廃棄物量及び発電

量として理解願います。 

(4)ご理解のとおりです。陸域から海洋に流出する可能性の

あるプラスチック量を推計することを想定しています。 

3 

16頁 

第２章６．調査の内容（３）都市廃棄

物管理の状況・課題・協力方針に係る

調査１）イ）都市廃棄物に係る事項 

・ビックデータ等のデジタルトランス

フォーメーション（DX）の利活用事例 

(1)廃棄物分野におけるビックデータと

して、具体的にイメージされているもの

はありますでしょうか？ 

(2)併せて、廃棄物分野における DX利活

用の具体的なイメージについても共有

いただけますでしょうか？  

(1)ビックデータは例示であり、廃棄物分野における DXの

事例等について調査していただくことを想定しています。 

(2)上記の回答とも関連しますが、例えば、人口動態に関す

るビックデータ分析を用いた収集管理計画の作成、アプリ

を活用した個別収集システムや廃棄物データ管理などの事

例が見込まれます。これらの例に限らず広く情報収集がさ

れることを想定しています。 

 

４ 

16頁 

第２章６．調査の内容（３）都市廃棄

物管理の状況・課題・協力方針に係る

調査２）既往案件の教訓抽出 

ナイジェリア、ケニア等の既往案件につ

き、その成果と教訓を国内調査により確

認するとありますが、事後評価のような

規模のものをイメージしているのでし

ょうか？ また抽出した教訓等の活用

イメージがありましたら共有いただけ

ますでしょうか？ 

DAC5項目評価による評価ではなく、各都市における成果の持

続状況と、終了時に課題とされている点等を参考に、問題点

を把握し、教訓を抽出いただきたいと考えています。抽出さ

れた教訓については、今後の支援方向性や案件形成において、

前提条件として支援の要件とする、或いは必須の活動として

含める等の活用を想定しています。 

 

５ 

１７頁 

第２章６．調査の内容（５）WtEの導入

可能性調査 

(1)本業務では関係機関へのヒアリング

や既存資料の整理・分析までとし、実測

調査は含まないと理解してよいでしょ

うか？ 

(2)先方の事業進捗状況によって調査範

囲を設定することになるでしょうか。具

(1)実測調査の意図が不明ですが、本業務では関係機関への

ヒアリングや既存資料の整理・分析を主体とし、現地調査

においては「企画競争説明書 第 2 章特記仕様書６．（３） 

調査の内容」にて記載した調査の項目にかかる関連施設の

踏査等も想定しています。 

(2)相手国において先行事例がある場合はその進捗状況に

応じて調査範囲を設定し、課題の整理に加えて解決の方向

性の提示も含めることを想定しています。 
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通番

号 

当該頁項目 質問 回答 

体的には、調査範囲は改善提案まで想定

されているでしょうか？ もしくは課

題の整理まででしょうか？ 

(3)先方関係機関に対して調査結果のフ

ィードバックも含まれるのでしょう

か？ 

(3)現地調査の最後に、先方関係機関に対して調査結果の概

要を報告していただく想定です。この報告の内容について

は予め JICAと協議の上、決定します。 

６ 

18頁 

第２章６．調査の内容（７）調査結果

の概要報告 

各国で現地調査終了後に現地セミナー

を開催するというイメージでしょう

か？ 

基本的には各国で現地調査終了時に現地セミナーを開催す

ることを想定していますが、渡航制限や調査スケジュール

上の状況により帰国後にオンラインで開催する可能性もあ

り得ると考えています。 

７ 

30頁 

５．見積書作成にかかる留意事項（５）

見積価格には、消費税及び地方消費税

を計上してください。 

念のための確認となりますが、電子入札

システムへ入力する金額には消費税及

び地方消費税は抜くと理解してよろし

いでしょうか？ 

電子入札システムを使用した入札金額の入力及び送信は、

消費税を抜いた金額でお願いします。契約締結の際には、

消費税を含んだ金額での契約となります。 

  

【以上第 1回質問回答】 

  

以 上 


